
    

                         

 

     

   

    

 

令 和 ６ 年 １ 月 《 ２ ４ ３ 号 》 

手数料の支払いは、原則 

 

のみになります 

 

警察署の窓口で「現金」は使用できませんので、現金の場合、   

決済時にレシートは発行されますが、領収書の発行はできません。 

手続き前に金融機関等で手数料納付が必要です。 

警察署でチャージは 

できません。 

事前にチャージを 

してきてください。 


